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マイナンバーカードを用いた保険証の利用負担軽減を求める意見書 

 

令和４年度診療報酬改定により４月１日からマイナンバーカードの保険証（以

下「マイナ保険証」という。）対応システムを導入済みの医療機関や薬局を利用し

た際、マイナ保険証でも従来の保険証利用でも診療報酬が加算されるようになっ

た。 

マイナ保険証の対応システムが導入されていない医療機関等では追加負担は生

じないという状況にもかかわらず、マイナ保険証利用の場合では、患者の窓口負

担（３割）に初診で21円、再診12円、調剤９円が加算され、また、従来の保険証

利用でも初診９円、調剤３円の加算となっている。 

これについては、既に、10月から初診ではマイナ保険証利用で６円（－15円）、

従来の保険証利用で12円（＋３円）、調剤については、マイナ保険証利用で３円（－

６円）、従来の保険証利用で９円（＋６円）、また、再診時の加算は廃止とする決

定がされている。 

しかしながら、マイナ保険証導入により患者自身が健診や薬剤情報の確認、医

師との情報共有など、よりよい医療や健康管理につながるメリットはあるものの、

診療報酬加算そのものの説明も不十分であるため、追加加算の理解が十分にされ

ないまま患者負担の増につながっているものである。さらに、従来の保険証利用

者は、単に、追加負担が生じている状況である。 

よって、国においては、マイナ保険証利用のメリットについて丁寧な周知、広

報の取組を進めるとともに、加算措置についてさらなる負担軽減に向けた取組の

強化を求める。 

 

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。 
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